
※3～4か月前に直属の上司に相談し業務量をコントロールしてもらう。

※退職願は管理職に提出する。

※退職願を出すまでは社内で『自身の退社』は広めない。

※退社手続き期間は有休消化を含めて2か月

4か月が目安

5月4月３月2月1月12月11月10月

退社退職願提出直属の上司に相談

業務の引継ぎ開始
退社手続き期間退職願作成

堂々と引継ぎ 有休消化水面下で引継ぎ


